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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オブジェクトの三次元仮想モデルを形成するように適応されたワークステーションにお
いて、
　中央演算処理装置と、
　オブジェクトの三次元仮想モデルであって、前記オブジェクトの一部を形成する既知の
構造の走査から得られた第一部分を有する前記三次元仮想モデルを格納し、さらに前記既
知の構造に対応する三次元仮想オブジェクトを格納するメモリと、
　前記三次元仮想オブジェクトを前記第一部分に登録する登録過程を実行して三次元表面
を形成するため、および前記三次元表面を含む前記オブジェクトの三次元仮想モデルを形
成するために、前記中央演算処理装置によって実行可能なソフトウェアと
を含み、
　前記三次元仮想オブジェクトが歯科矯正装置の三次元仮想モデルを含むワークステーシ
ョン。
【請求項２】
　前記メモリが歯科矯正装置の三次元仮想モデルのライブラリをさらに含み、前記三次元
仮想オブジェクトを前記第一部分に登録するために前記仮想歯科矯正装置の一つを選択す
る、請求項１に記載のワークステーション。
【請求項３】
　前記オブジェクトが解剖学的構造を含み、前記解剖学的構造が歯を含み、前記既知の構
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造が歯科矯正装置を含む、請求項１に記載のワークステーション。
【請求項４】
　前記歯科矯正装置が歯ブラケットを含む、請求項３に記載のワークステーション。
【請求項５】
　前記オブジェクトの前記三次元仮想モデルの前記第一部分が削除され、前記登録ステッ
プから結果的に得られる前記三次元表面に置き換えられる、請求項１に記載のワークステ
ーション。
【請求項６】
　前記オブジェクトの前記三次元仮想モデルの前記第一部分が削除され、それによって、
前記三次元仮想モデルの前記第一部分を前記既知の構造の無い前記オブジェクトを表わす
第二の三次元表面に置き換えることによって、前記オブジェクトの第二の三次元仮想モデ
ルが形成される、請求項１に記載のワークステーション。
【請求項７】
　前記オブジェクトが少なくとも一つの歯およびブラケットを含み、前記既知の構造が前
記ブラケットを含む、請求項６に記載のワークステーション。
【請求項８】
　オブジェクトの三次元仮想モデルを構築するための装置において、
　前記オブジェクトを走査するための手段と、
　前記三次元仮想モデルは前記オブジェクトの一部を形成する既知の構造の走査に対応す
る第一部分を有しており、前記既知の構造は予め定められた三次元構成であり、前記第一
部分は前記既知の構造の理想的とは言えない表現であり、コンピュータを用いて前記走査
ステップから前記オブジェクトの三次元仮想モデルを形成するための手段と、
　前記既知の構造に対応する三次元仮想オブジェクトをメモリから検索するための手段と
、
　前記三次元仮想オブジェクトを前記三次元仮想モデルの前記第一部分に登録して三次元
表面を形成するための手段と、
　前記三次元表面を含む前記オブジェクトの前記三次元仮想モデルを形成するための手段
と
を含み、
　前記三次元仮想オブジェクトが歯科矯正装置の三次元仮想モデルを含む装置。
【請求項９】
　歯科矯正装置の格納された三次元仮想モデルのライブラリをさらに含み、前記三次元仮
想オブジェクトを前記三次元仮想モデルの前記第一部分に登録して三次元表面を形成する
ために、前記仮想歯科矯正装置の一つが選択される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記オブジェクトが解剖学的構造を含み、前記解剖学的構造が歯を含み、前記既知の構
造が歯科矯正装置を含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記歯科矯正装置が歯科矯正ブラケットを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記オブジェクトの前記三次元仮想モデルの前記第一部分が削除され、前記三次元仮想
モデルの前記第一部分が前記登録ステップから結果的に得られる前記三次元表面に置き換
えられる、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記オブジェクトの前記三次元仮想モデルの前記第一部分が削除され、それによって、
前記三次元仮想モデルの前記第一部分を前記既知の構造の無い前記オブジェクトを表わす
第二の三次元表面に置き換えることによって、前記オブジェクトの第二の三次元仮想モデ
ルが形成される、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記オブジェクトが少なくとも一つの歯およびブラケットを含み、前記既知の構造が前
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記ブラケットを含む、請求項１３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の背景
　Ａ．発明の分野
　本発明は、一般的に歯科学および歯科矯正学の分野に関する。さらに詳しくは、本発明
は、既知の予め定められた幾何学的形状のオブジェクトを走査三次元データに、空間にお
けるオブジェクトの位置を検証することができるように、登録するための方法および装置
に関する。そのような既知のオブジェクトは、仮想歯科装置（例えば仮想歯ブラケット）
または他の同様のオブジェクトのような三次元（３Ｄ）デジタルオブジェクトを含みうる
。そのようなオブジェクトの位置の認識は一般的に、特に、装置の位置を決定または確認
する必要がある場合、または不完全もしくは不正確な走査データが得られる場合に、歯科
矯正治療の計画を立てるのに役立つ。本発明の態様は、コンピュータおよび歯の三次元仮
想モデルを使用して、ブラケット位置を効果的に検証し、ブラケット位置を表示する方法
を提供する。
【０００２】
　Ｂ．関連技術の説明
　歯科矯正学では、不正咬合に悩んでいる患者は一般的に患者の歯の表面にブラケットを
結合することによって治療する。ブラケットは、アーチワイヤを受容するためのスロット
を有する。ブラケット－アーチワイヤ相互作用は歯に掛かる力を支配し、歯の移動の所望
の方向を規定する。一般的に、歯科矯正医はワイヤの屈曲を手動で行なう。治療の過程で
、歯の移動を追跡するように歯の移動が監視される。ブラケット位置および／またはワイ
ヤ形状の補正は、歯科矯正医が手動で行なうことができる。
【０００３】
　治療の一つの主要な効率および結果の最大品質は、治療プロセスの現実的なシミュレー
ションである。今日の歯科矯正医は、上顎および下顎の石膏模型を使用して、模型を単歯
模型に切断し、これらの歯模型をワックスベッドに貼着し、それらを所望の位置に並べる
可能性を有する。次のステップは、各歯模型にブラケットを結合することである。これは
、所望の結果を得るためにブラケットのスロットに通すワイヤの幾何学的形状を歯科矯正
医に示す。
【０００４】
　異なる種類のブラケット結合方法を実現しうる。第一の方法では、ブラケット配置トレ
ーが使用される。ブラケット配置トレー法では、配置トレーは様々なブラケットを歯に結
合するために利用される。ブラケット配置トレー法では、ブラケット配置の概略的な位置
が分かる。各ブラケットおよびブラケット位置を、将来の検索のためにメモリに格納する
ことができる。
【０００５】
　代替的に、治療医が各歯にブラケットを手動で結合する、より伝統的な手動的方法を使
用することができる。そのような手動的プロセスでは、実際のブラケット配置は一般的に
分からず、したがって治療計画段階で将来の検索のために格納することができない。
【０００６】
　今は歯列の生体内走査用の手持ち式スキャナが利用可能になった。一つのそのようなス
キャナが、オラメトリックス・インコーポレーテッド（ＯｒａＭｅｔｒｉｘ，　Ｉｎｃ．
）のＰＣＴ特許出願の国際公開公報ＷＯ０１／８０７６１に記載されている。手持ち式ス
キャナは比較的短い間時間枠での歯列の走査を可能にするので、該スキャナは患者の歯列
の原走査を実行するのに使用することができる。この原走査に基づいて、個々の各歯の仮
想モデルを含め、患者の歯列の原３Ｄ仮想モデルを導出することができる。この情報は次
いで、何らかの方法で、好ましくはスキャナシステムまたは歯科矯正ワークステーション
の走査ノードのメモリに格納された患者のレコードにデジタル記録される。
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【０００７】
　スキャナは、治療プロセスの監視全体で重要なツールになっている。例えば、治療プロ
セスとして、歯の移動および位置を比較的高い精度で定量化することができる。移動およ
び位置を監視する一つの方法は、治療の様々な段階で歯列監視走査を実行することによる
。原走査と同様に、監視走査は、結合されたブラケット、アーチワイヤ、インレーなどの
歯科装置を含め、歯列の三次元仮想画像を提供する。
【０００８】
　監視走査の実行は、特定の利点をもたらす。例えば、そのような利点の一つは、監視走
査により、アーチワイヤの構成に補正が必要か否かを歯科矯正医が判別することが可能に
なることである。例えば、治療プロセス中に、特定の生物学的影響が歯の移動に影響を及
ぼすかもしれない。上述の公開されたＰＣＴ出願の国際公開公報ＷＯ０１／８０７６１に
開示されているように、治療計画ソフトウェアを使用して、そのような補正が必要か否か
を決定することができる。例えば、ワークステーション上の治療計画ソフトウェアは、現
在の状況、および目標状況をも表示する。新しいカスタマイズアーチワイヤはコンピュー
タ上で設計することができる。新しいアーチワイヤを作るための関連情報は、精密装置サ
ービスセンタに送られ、新しいアーチワイヤは改訂された患者要件に従って製作され、次
いで医院に発送される。
【０００９】
　監視走査はまた、期待される治療からの逸脱を検知しながら進捗を計測して定量化する
のにも有用である。原走査の完了後、現在の患者の歯列の歯オブジェクトの各々が仮想歯
モデルとしてすでに格納されているので、監視走査は全歯列のものとする必要が無い。む
しろ、監視走査中、その後の走査は、咬合面または舌面のように一表面、あるいは代替的
にこれら二面の何らかの組合せの走査だけを必要とすることができる。
【００１０】
　しかし、治療が開始された後で特定の監視走査を実行することは、しばしば特定の課題
をもたらす。例えば、ＷＯ０１／８０１６７に記載されているような反射投影パターンを
利用する特定の走査技術が成功するためには、走査で画像が適切に取り込まれるために、
走査されるオブジェクトの表面が優れた反射率を可能にすることが、走査に要求される。
しかし、監視走査中にしばしば発生し、結果的に不完全または不正確いずれかの三次元表
面情報を招き得る、多数の複雑な問題がある。
【００１１】
　例えば、監視走査はしばしば、歯科矯正医に歯列全体の不完全な走査データを提供する
結果を引き起こす。特定の監視走査の不完全な性質のため、結果的に得られる不完全な走
査データは、患者の歯列の分析を難しくする。
【００１２】
　加えて、監視走査はしばしば、小さいまたは微小な幾何学的構造を持つ歯科装置の正確
かつ完全な走査結果を得ようとする。例えば、監視走査はしばしば、予め配置済みの結合
されたブラケットの走査を含む。ブラケットのサイズ、およびブラケットの構成部分もま
た、正確な走査データを得るのを難しくする。
【００１３】
　例えば、図１Ａは、患者の歯に結合されたブラケットのブラケット構造５の典型的な構
成を示す。図１Ａに示す通り、ブラケット構造５は、ｘ、ｙ、およびｚ方向に空間内に延
出する多数の直線状縁部分４ａ、ｂ、ｃ、およびｄを含む。ブラケットはまた、非常に狭
い幅を有するアーチワイヤスロット３をも含む。これらの部分は鋭い縁と共に特定のよく
画成された線を含む。このブラケット構成５はまた、二つのブラケットウィング１ａおよ
び１ｂをも含む。図１Ａから分かるように、これらのブラケットウィング１ａ、ｂは画成
された長さＬおよび、スロット３の長さに等しい画成された幅Ｗを有する。これらの型の
鋭い縁および線の正確な走査データを得ることは、これらの形状構造が散乱および不正確
な画像収集を引き起こすので、しばしば困難である。ブラケット構造がさらに細かく画成
される場合、例えばブラケット構造が三つ以上のブラケットウィングを含む場合、散乱の
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懸念はいっそう大きくなる。
【００１４】
　ブラケットのサイズもまた、正確な走査データを得る上での問題である。例えば、従来
のブラケットはしばしば、わずか３×４×３ｍｍかそこらの大きさである。ブラケットの
小さい寸法、およびしたがってブラケットの構成部分（ウィング、スロット等）は、正確
なブラケット走査データを得ることをいっそう困難にする。
【００１５】
　これらの様々なブラケットの縁は、正確かつ完全な走査情報を得ることを難しくし、そ
れによって正確かつ完全な走査データを得ること、およびしたがって歯列にブラケットを
加えた３Ｄ仮想モデルを構築することを難しくする。ブラケットウィング、ブラケットス
ロット、およびそれらの関連形状の小さいサイズのため、ブラケット構造のサイズは、様
々な３Ｄ走査技術で使用することができる投影パターンの解像度のため、さらに複雑な問
題を引き起こす。例えば、スキャナが約０．２５ｍｍの解像度を利用する場合、ブラケッ
トのウイングから完全かつ正確な走査データを得ることは難しい。例えば、ブラケット５
のウィング１ａ、ｂはわずか０．８ｍｍとすることができる。さらに、スロット３の完全
かつ正確な走査データを得ることは、スロット幅のためだけではなく、シャドーイングの
問題のためにも難しい。
【００１６】
　不完全かつ不正確な走査データは、正確な三次元モデルを構築し、かつそれによって結
合したブラケットが実際に三次元空間内に存在するか否かを決定することを困難にする。
また、３Ｄ空間におけるブラケットの厳密な位置を決定することが難しいので、アーチワ
イヤスロットの厳密な位置およびしたがって必要なアーチワイヤの形状を決定することに
さらなる問題がある。これらの走査の非効率性は、歯列を生体内で走査する場合、すなわ
ち走査されるオブジェクト（歯科装置）が水、唾液、または他の種類の湿分のような光散
乱要素で覆われている場合、さらに増大することがある。
【００１７】
　治療中に生じることのある別の走査品質の問題は、治療または生物学的プロセスの結果
、患者の歯が動いた後で監視走査を実行することに関係する。例えば、治療プロセスはし
ばしば歯科矯正医が患者の原歯列走査を行ない、治療プロセスを開始し、患者の歯列の原
三次元仮想モデルを導出することから始まる。前述の通り、原走査は、いかなる型の歯科
装置も予め取り付けていない各歯の原３Ｄモデルを確立する。そのような状況で、完全な
仮想モデルは、歯科装置を除く各歯の個別仮想歯モデルを含む。したがって、不完全また
は不正確いずれかの走査データに関係する、前述した走査品質は存在しない。
【００１８】
　しかし、特定の患者の場合、最初の走査が完了し、原三次元仮想モデルが導出された後
で時々、ブラケット配置トレーが作製される。ブラケット配置トレーはブラケットを歯に
結合することを可能にする。しばらく後で、ブラケットトレーが作製された後、そしてブ
ラケットが歯列に結合された後でようやく、患者は監視走査を受ける。監視走査の一つの
理由は、正確なブラケット配置を確認する（つまり、ブラケット配置トレーがブラケット
を所望の位置に配置したことを確認する）ことである。特定の内在するロジスティックス
上の遅延のため、監視走査プロセスは、原走査が完了してから特定の量の時間後に行なわ
れる。例えば、特定の状況では、ブラケット結合は原３Ｄ仮想モデルを得てから３ないし
５週間後に行なわれるかもしれない。しかし、この３～５週間の期間中に、歯はすでに移
動してしまっているかもしれない。したがって、結果的にその後の監視走査では、原仮想
３Ｄモデルがもはや正確ではなく、様々な新しい歯の位置を反映するように更新しなけれ
ばならないことが確認されうる。
【００１９】
　したがって、そのような走査上の問題に基づいて、予め定められた幾何学的形状を有す
る歯科矯正装置のようなオブジェクトを、三次元空間に正確に配置することのできる走査
方法が、一般的に必要である。この必要性は、完全および不完全両方の走査データが存在



(6) JP 4384026 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

する背景で発生する。代替的に、歯および装置の正確な仮想モデルを生成し、それによっ
て手動で結合されたブラケットを位置決めすることができるプロセスが、一般的に必要で
ある。さらに、特に走査が歯科装置の走査を含む場合に、不完全な走査を実行することか
らしばしば発生し得る不良走査を補償する走査方法を提供する必要もある。また、歯と結
合ブラケットのような歯科装置とを含む三次元歯列モデルを正確に得ることができるよう
にすることも一般的に必要である。特定の型の走査技術の制約（例えば走査解像度）のた
め、オブジェクトを走査することが一般的にできない場合には、別の必要性が生じる。ま
た、患者の歯列が結合ブラケットのような歯科装置を含む場合、患者の歯列全体の仮想３
Ｄ歯モデルを得ることも一般的に必要である。
【００２０】
　発明の概要
　仮想三次元モデルを走査データに登録するための方法および装置を提供する。一実施形
態では、オブジェクトの仮想三次元モデルを構築するための方法を提供する。この方法は
、オブジェクトを走査し、三次元仮想モデルを形成するステップを含む。三次元仮想モデ
ルは、オブジェクトの一部を形成する既知の構造の走査に対応する第一部分を有する。既
知の構造は、予め定められた三次元構成を有する。第一部分は、既知の構造の理想的とは
言えない三次元表現である。三次元仮想オブジェクトはメモリから検索され、既知の構造
に対応する。該方法は、三次元仮想オブジェクトを三次元仮想モデルの第一部分に登録し
て、三次元表面を形成するステップを含む。オブジェクトの仮想三次元モデルが形成され
、三次元表面を含む。
【００２１】
　代替的構成では、ワークステーションは、オブジェクトの三次元仮想モデルを形成する
ように適応される。ワークステーションは中央演算処理装置と、オブジェクトの三次元仮
想モデルを格納するメモリとを含む。三次元仮想モデルは、オブジェクトの一部を形成す
る既知の構造の走査に対応する第一部分を有する。メモリは既知の構造に対応する三次元
仮想オブジェクトを格納する。ワークステーションは、三次元仮想オブジェクトを第一部
分に登録して三次元表面を形成、およびオブジェクトの仮想三次元モデルを形成するため
に、中央演算処理装置によって実行されるソフトウェアを含む。オブジェクトの仮想三次
元モデルは三次元表面を含む。
【００２２】
　さらなる代替的構成では、オブジェクトの仮想三次元モデルを構築するための装置を提
供する。該装置は、オブジェクトを走査するための手段と、コンピュータを用いて走査ス
テップからオブジェクトの三次元仮想モデルを作成するための手段とを含む。三次元仮想
モデルは、オブジェクトの一部を形成する既知の構造の走査に対応する第一部分を有する
。既知の構造は予め定められた三次元構成のものである。第一部分は、既知の構造の理想
的とはいえない三次元表現である。装置は、メモリから三次元仮想オブジェクトを検索す
るための手段を含み、該三次元仮想オブジェクトは既知の構造に対応する。三次元仮想オ
ブジェクトを三次元仮想モデルの第一部分に登録して三次元表面を形成するための手段も
備える。装置はまた、オブジェクトの仮想三次元モデルを形成するための手段をも含み、
該三次元モデルは三次元表面を含む。
【００２３】
　さらなる代替的構成では、スキャナ、データ処理システム、および該データ処理システ
ムにアクセス可能な少なくとも一つの機械可読メモリから、予め定められた幾何学的形状
を有するオブジェクトの仮想三次元モデルを構築する方法を提供する。該方法は、
（ａ）オブジェクトに関係するデータセットを受け取るためにスキャナでオブジェクトを
走査するステップと、
（ｂ）既知の幾何学的形状を有するオブジェクトの格納されたデジタル画像を得るステッ
プと、
（ｄ）格納されたデジタル画像に関連して走査データを登録するように、走査の結果得ら
れたデータセットを処理するステップと、
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を含む。
【００２４】
　さらに別の構成では、既知の幾何学的形状のオブジェクトの仮想三次元モデルの位置を
決定する方法を提供する。この方法は、
ａ）一連の走査で既知のオブジェクトを走査し、各走査で一組の画像を生成するステップ
と、
ｂ）一組の画像を点群に変換するステップと、
ｃ）仮想三次元の既知オブジェクトのデジタル表現をメモリから引き出すステップと、
ｄ）点群を前記デジタル表現に登録し、それによって三次元空間で仮想三次元モデルの位
置を検証するステップと、
を含む。
【００２５】
　好ましい実施形態の詳細な説明
　概観
　本発明の現在の好適な実施形態について、添付の図面に関連して以下で説明する。様々
な図における同様の参照番号は、同様の要素を指し示す。
【００２６】
　図１Ｂは、スキャナシステム１２を組み込んだ歯科矯正治療システム１０の説明図であ
る。スキャナシステム１２は、歯科矯正医または彼の助手が患者の歯列および関連する解
剖学的構造の三次元情報を収集するために使用する、手持ち式スキャナ１４を含む。画像
は、汎用コンピュータのような中央演算処理装置を有する走査ノードまたはワークステー
ション１６で処理される。走査ノード１６は、単独でもあるいはバックオフィスサーバ２
８と組み合せても、歯列の三次元コンピュータモデル１８を生成し、歯科矯正医に患者の
ための診断、治療の計画、および治療の監視のための情報の基礎を提供する。モデル１８
は、走査ノード１６に接続されたモニタ２０でユーザに対して表示される。
【００２７】
　歯科矯正治療システムは、インターネットまたは他の適切な通信モデム２４（例えば公
衆交換電話網、ケーブルネットワーク等）を介して、精密装置サーバセンタ２６にリンク
される複数の歯科矯正医院２２から構成される。各医院２２は、モニタ３０を含むそれ自
身のユーザインタフェースを有するバックオフィスサーバワークステーション２８を有す
る。バックオフィスサーバ２８は、歯科矯正治療計画ソフトウェアプログラムを実行する
。該ソフトウェアは、走査ノード１６から患者の歯の三次元デジタルデータを得て、歯科
矯正医のためにモデル１８を表示する。
【００２８】
　治療計画ソフトウェアは、歯科矯正医がモデル１８を操作して患者の治療を計画するこ
とを可能にする特徴を含む。例えば、歯科矯正医は歯のアーチ形を選択し、患者にとって
望ましいまたは目標の状況に到達するように、アーチ形に対する個々の歯の位置を操作す
ることができる。ソフトウェアは、歯科矯正医の選択に従って仮想歯を移動させる。ソフ
トウェアはまた、歯科矯正医が仮想歯ブラケットを歯モデル上に選択的に配置し、選択さ
れたブラケット位置を前提としてカスタマイズアーチワイヤを設計することを可能にする
。
【００２９】
　歯科矯正医が患者のための歯科矯正装置を設計し終わると、患者に関するデジタル情報
、不正咬合、および患者のための所望の治療計画が、通信媒体を介して装置サーバセンタ
２６に送信される。カスタマイズアーチワイヤおよび歯の選択された位置にブラケットを
配置するための装置は、サービスセンタで製造され、医院２２に発送される。この方法で
、患者の歯の移動および回転に対してアーチワイヤが持つ効果を監視することができる。
これは、歯科矯正医が必要ならば治療を修正または補正することを可能にする。
【００３０】
　上部および下部アーチの走査データが処理されて、モデルから個別の歯オブジェクトが
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「切断」される。各々の個別歯モデルは、歯の境界を定義する単一組の点を有する三次元
歯オブジェクトである。各画像のこれらの点の和は「フレーム」を構成する。個別歯モデ
ルはまた、治療シナリオのシミュレーションで相互に対して独立して移動させることがで
きるので、対話型歯科矯正治療計画に大変有益である。仮想歯を分離するプロセスは、オ
ラメトリックス・インコーポレーテッドの公開されたＰＣＴ出願の国際公開公報ＷＯ０１
／８０７６１にさらに詳しく記載されており、その内容を参照によって全てここに組み込
む。
【００３１】
　また、ブラケット、アーチワイヤ、リテーナ、インレー等のようなテンプレート歯科装
置のライブラリが、コンピュータメモリに三次元コンピュータモデルとして格納される。
例えば、歯科装置のライブラリは、様々な歯科装置製造者からの様々な種類のブラケット
および他の構造を含むことができるので、バックオフィスサーバワークステーション２８
は、何らかの型のオペレータ入力データに基づいて、指定された歯科装置のデジタル三次
元モデルを検索することができる。そのようなデジタルモデルは、患者識別データがシス
テムに入力される監視走査プロセス中に、検索することができる。代替的に、そのような
モデルは、ユーザが歯科装置製造者、歯科装置識別番号、または歯科装置の他の識別特製
を入力する場合に、検索することができる。さらに別の代替的シナリオでは、これらのモ
デルは、下で詳述するように、登録アルゴリズムによって自動的に検索することができる
。
【００３２】
　仮想三次元歯モデルの場合と同様に、三次元モデルのライブラリ内の様々な個別歯科装
置モデルは、オブジェクトの境界を画定する単一組の点を有する三次元モデルである。
【００３３】
　個別装置モデルはまた、治療シナリオのシミュレーションで相互に対して独立して操作
することができるので、対話型歯科矯正治療計画にすごぶる有益である。下でさらに詳述
する通り、個別装置モデルはまた、歯モデルおよびブラケット、アーチワイヤ、着脱自在
の位置合わせ装置、リテーナ、ヘルブスト装置等をはじめとする様々な型の歯科装置のよ
うな既知の幾何学的形状のオブジェクトの、走査データに対する３Ｄ登録をも促進する。
【００３４】
　図１Ｂに示す通り、精密装置サービスセンタ２６は、中央サーバ３２、アーチワイヤ製
造システム３４、およびブラケット配置製造システム３６を含む。これらの詳細は、走査
システム１２自体には特に重要ではなく、したがって、簡潔を期すために、本書の説明か
らは省く。代表的な歯科矯正治療システムのこれらの態様に関するさらなる詳細について
は、関心のある読者は、上述した公開ＰＣＴ出願および２００１年４月１３日出願の「Ｉ
ｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ａｎｄ　Ａｒｃｈｗｉｒｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎｔｉ
ｃ　Ｃａｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｉｎｔｒａ－Ｏｒａｌ　Ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ　ｏｆ　Ｔｅｅｔｈ」と称するＲｕｅｄｇｅｒ　Ｒｕｂｂｅｒｔらの米国特許出願第
０９／８３５，０３９号を参照されたい。その内容を参照によってここに組み込む。
【００３５】
　図２は、図１Ｂの歯科矯正治療システムに使用するのに適した走査システム１２のより
詳細なブロック図である。走査システム１２は、この例では人間の患者の歯列および周囲
の解剖学的構造、例えば歯肉、骨および／または軟組織である、オブジェクト４０の三次
元情報を取り込むための機構である。取り込まれる３Ｄ画像は歯科装置を含むことができ
る。走査システム１２は、画像の取込みに使用されるスキャナ１４、および処理システム
を含み、該処理システムは、図示した例では、走査ノードまたはワークステーション１６
の主メモリ４２および中央演算処理装置４４から成る。
【００３６】
　スキャナ１４は、第一投影軸４８に沿ってオブジェクト４０にパターンを投影する投影
システム４６を含む。投影されるパターンは、光源５３の前に配置されるスライド５０上
に形成される。図示した例では光源５３は、光ファイバケーブル５１の先端である。ケー
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ブル５１は、スキャナ用のためのベースユニット５４に配置されたフラッシュランプ５２
によって発生する高強度の閃光を伝搬する。適切なフラッシュランプは、パーキン・エル
マー（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ）から入手可能なＦＸ－１１６０型フラッシュユニット
である。フラッシュランプ５２の照明は、スライド５０に含まれるパターンをオブジェク
トの三次元表面上に投影させる。該パターンに適したパターンの型に関するさらなる詳細
は、Ｒｕｅｄｇｅｒ　Ｒｕｂｂｅｒｔらの次の同時係属米国特許出願、すなわち１９９９
年３月９日出願の第０９／２５４，７５５号、２０００年４月２８日出願の第０９／５６
０，１３１号、および２０００年１１月３０日出願の第０９／６７３，８６３号に記載さ
れており、その内容を参照によって全てここに組み込む。
【００３７】
　電子撮像装置５６は、オブジェクト４０の表面からパターンが反射した後の投影パター
ンの画像を形成する。撮像装置によって撮像される反射パターンは、オブジェクトの表面
に関する三次元情報を含み、この情報を画像から抽出する必要がある。撮像装置５６によ
って取り込まれた各画像は、本書で「フレーム」と呼ぶ３Ｄ点群に変換される。したがっ
て走査システムは、この情報を抽出してオブジェクト４０の三次元仮想モデルを構築する
ために使用される処理サブシステムを含む。好適な実施形態では、この処理サブシステム
は、スキャナのための較正情報を格納するメモリ４２、および走査ワークステーション１
６の中央演算処理装置４４のような少なくとも一つの処理装置から成る。メモリおよび処
理装置の配置は位置ではない。それらはスキャナ１４自体に組み込むことができる。代替
的に、画像の全ての処理をバックオフィスサーバ２８で、または別のコンピュータで行な
うことができる。代替的に、三次元情報を生成するために必要な時間の量を低減するため
に、二つまたはそれ以上の処理装置で処理を分担することができる。
【００３８】
　メモリ４２はスキャナ１４のための較正関係を格納する。テーブルあるいは一つまたは
それ以上の数学的関数の形とすることができる較正関係は、撮像装置に投影パターンを反
射したオブジェクト上の点の三次元座標を計算するために使用される情報を含む。該情報
は、スキャナ１４の製造時に実行される較正ステップ中に得られる。較正情報は、２個の
情報を含むデータ格納場所の配列を含む。第一に、較正テーブルは、較正手順中にパター
ンが較正面上に二つの異なる距離で投影されるときに、電子撮像装置５６によって撮像さ
れる投影パターンの多数の部分のＸおよびＹ方向の画素座標を格納する。第二に、テーブ
ルは、二つの異なる距離で撮像された投影パターンの部分について、ＸおよびＹ方向の距
離情報（例えば１０分の１ミリ単位）を格納する。現在好適なスキャナ、較正、および図
示した歯科矯正治療システムのこれらの態様に関するさらなる詳細について、関心のある
読者は、２００１年４月１３日出願の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉ
ｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｆｒａｍｅｓ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ
　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍｏｄｅｌｓ　ｏｆ　Ｏｂｊ
ｅｃｔｓ」と称するＲｕｅｄｇｅｒ　Ｒｕｂｂｅｒｔらの米国特許出願第０９／８３５，
００９号を参照されたい。その内容を参照によってここに組み込む。本発明は、当業界で
公知の他の型の従来の３Ｄスキャナシステムにより実施することができる。
【００３９】
　走査システムでは、少なくとも一つの処理装置が画像処理、各画像の三次元計算、およ
びフレーム相互の登録を実行することが必要である。処理装置はまた、監視走査中に、歯
科装置の位置合わせ、および必要な場合は歯の登録を含めて、様々な登録プロセスをも実
行する。図示した実施形態の処理装置４４は、走査ワークステーション１６の中央演算処
理装置（ＣＰＵ）である。ＣＰＵ４４は、オブジェクト４０の表面からのパターンの反射
後のパターンの画像を処理し、画像からのデータを較正テーブルのエントリと比較する。
その比較から、処理装置４４は、投影パターンを電子撮像装置に反射するオブジェクト上
の点の三次元空間における空間情報を導出する。各画像のこれらの点の和は「フレーム」
を構成する。
【００４０】
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　基本的に、オブジェクト表面の構成を走査するスキャナの動作中に、スキャナおよびオ
ブジェクトを相互に対して移動しながら、高速で連続的にオブジェクトから反射された投
影パターンの何百または何千もの画像が生成される。スキャナは、未知のオブジェクト（
例えば初診患者の歯列の走査）を走査するために使用することができる。代替的に、スキ
ャナは、既知の幾何学的形状のオブジェクト（例えば以前に走査した歯、結合されたブラ
ケット、または他の種類の歯科装置）を走査するためにも使用することができる。既知の
幾何学的形状とは、通常、オブジェクトのデジタル三次元表現がメモリに、好ましくは図
１Ｂに示したシステムにおける走査ノードまたはワークステーションに配置されたメモリ
に、格納されていることを意味する。手持ち式スキャナがオブジェクトに対して相対的に
移動するにつれて、高速で連続的にオブジェクトから反射する投影パターンの一連の画像
が記録され、各画像はフレームに変換される。フレームは次いで相互に登録されて、オブ
ジェクトの３Ｄ仮想モデルが形成される。
【００４１】
　各画像について、特定部分すなわち反射パターンの点の画素位置が、構成テーブルのエ
ントリと比較される。反射したパターンのこれらの特定部分の各々について、Ｘ、Ｙおよ
びＺ座標（すなわち三次元座標）が得られる。各画像について、反射パターンにおける特
定の点のこれらのＸ、ＹおよびＺ座標の全ての総和は、オブジェクトの三次元「フレーム
」または仮想モデルを構成する。スキャナがオブジェクトに対して相対的に移動するとき
に、様々な視点からオブジェクトの何百または何千もの画像が得られる場合、システムは
何百または何千ものこれらのフレームを生成する。これらのフレームは次いで相互に登録
され、それによってオブジェクト４０の完全かつ高精度の三次元モデルが生成される。
【００４２】
　図２も、現在好適な走査システム１２の他の特徴を示す。ＣＣＤ撮像装置５６が単一画
像を取り込んだ後、装置５６からのアナログ電圧信号が増幅器５７で増幅され、導体５９
に沿ってアナログデジタル変換器６０に送られる。デジタル信号は、デジタル画像データ
のビットマップストリームに変換される。データは、第二導体６２でスキャナワークステ
ーション１６の主メモリ４２に伝送するために、モジュール６１によってＩＥＥＥ１３９
４「ファイヤワイヤ」形式にフォーマットされる。走査システムは、歯列の走査が完了し
た後、ユーザがスキャナを置くための光学スキャナホルダ６４を含む。
【００４３】
　走査ワークステーション１６はまた、走査が行なわれているときに、走査結果を実時間
で歯列の三次元モデル１８として表示するためのモニタ２０をも含む。ユーザインタフェ
ースは、オブジェクトの仮想モデルを操作し、かつ走査のためのパラメータを入力または
変更し、得られた走査の部分またはセグメントを識別し、歯科装置および歯のみならず他
の特徴も登録を実行するためのキーボードおよびマウスをも含む。装置はまた、走査が開
始されることおよび走査が完了したことを示す信号をＣＰＵ４４に送信するためのフット
スイッチ（図示せず）をも含むことができる。ベースステーションは代替的に、開始、停
止、もう一度、繰返し、セグメント、一、二、三、四などのような少数組の音声コマンド
を認識するように訓練される音声認識モジュールを含み、それによってフットスイッチの
必要性を排除することができる。ＣＰＵ４４からの制御信号の形のスキャナ開始および停
止コマンドは光源５２から送られ、それにより走査中のランプ５２の照明を制御する。
【００４４】
　図３は、図１Ｂの歯科矯正治療システムに使用するのに適した、監視対象のオブジェク
トの情報を収集するために使用される、手持ち式スキャナ１４の斜視図である。図２の投
影システム４６および電子撮像装置５６は、スキャナのためのハウジング６５内に収容さ
れる。ハウジング６５は、人間の手に保持される大きさおよび形状に作られる。スキャナ
１４は、先端６８を有する矩形の遠端部分６６を含む。先端６８は、口腔内部の解剖学的
構造の走査が可能となるように、人間の口腔内に挿入し、口腔内で移動させることができ
るような大きさおよび形状のミラーを有する。
【００４５】
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　図４は、図３の手持ち式スキャナ１４により走査される患者７０の説明図である。患者
７０は歯科装置を持つかもしれないし、持たないかもしれず、原走査または監視走査を受
けているところである。頬および唇は歯から後退し、スキャナの先端６８は患者の歯、ブ
ラケット、アーチワイヤ、および他の歯科装置の全ての表面上を多分毎秒１～２ｃｍの速
度で掃引運動しながら移動する。上顎または下顎全体を一連の走査で、左側に一回、右側
に一回、前部に一回走査する必要があるかもしれない。これらの個々の走査は相互に登録
される。加えて、患者７０の歯列にブラケットおよび／または他の種類の歯科装置のよう
な既知の幾何学的形状の装置が含まれる場合、走査データを含む個々の走査により、治療
ソフトウェアが、導出された走査データを歯科装置の格納されたデジタルモデルに登録す
ることが可能になる。
【００４６】
　フットスイッチ（図示せず）の音声コマンドまたは起動は、各走査セグメントをいつ開
始し停止するかを指示する。プロセス全体で数分しか掛からない。オブジェクトの色およ
び透光性ならびにスキャナの光源の照度および周波数によっては、二酸化チタンのような
反射性物質の非常に薄いコーティングをオブジェクトに塗布する必要があるかもしれない
。好ましくは、患者の歯列に歯科装置（例えばブラケット）が含まれる場合、結合材およ
び揮発性アルコールベースを混合した二酸化チタンのような特定の合成物の非常に薄いコ
ーティングをこれらの表面上に塗布する。この合成物のこれらの態様のさらなる詳細につ
いては、関心のある読者は、２００２年３月１４日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　“Ｗｅ
ｔ　Ｆｉｅｌｄ”　Ｓｃａｎｎｉｎｇ」と称するＮａｎｃｙ　Ｂｕｔｃｈｅｒらの米国特
許出願第１０／０９９，０４２号を参照されたい。その全内容を参照によって個々に組み
込む。
【００４７】
　図５は、患者の歯列のデジタルモデルを計算するために使用される要素を示す、図１Ｂ
のバックオフィスサーバのブロック図である。走査ワークステーションが、スキャナによ
って取り込まれた全ての画像を処理し、一組の三次元フレームを生成した後、フレームデ
ータはバックオフィスサーバ２８に伝送される。バックオフィスサーバ２８は、フレーム
の累積的位置合わせプロセスを実行し、最終的にデジタルモデルを生成してスクリーンデ
ィスプレイ３０上に表示する。バックオフィスサーバ２８はまた、デジタルモデル内で歯
科装置に対して歯科装置登録プロセスを実行することもできる。歯科装置登録プロセスを
実行する場合、バックオフィスサーバ２８は歯登録プロセスをも開始することができる。
【００４８】
　三次元フレームの形の生の走査データは、主コンピュータメモリ７２に格納される。ス
キャナからのＮ個の取込み画像、ｉ＝１．．．Ｎのフレームデータは、ハードディスク７
６に格納される。ハードディスクはまた、一組（Ｎ－１）個の変換行列［Ｔ］ｉ（ｉ＝２
～Ｎ）をも格納する。変換行列は基本的に、他のフレームと最良の適合状態で登録するた
めに、三次元点の各フレームをいかにして三軸デカルト座標系に変換しかつ回転する必要
があるかに関する情報を含む。変換行列はまた、歯科装置および／または仮想歯モデルの
ような既知の三次元オブジェクトと登録するために、三次元点の各フレームをいかにして
平行移動し、回転する必要があるかに関する情報をも含む。
【００４９】
　幾つかの三次元オブジェクトを相互に配列するために、基本的に二つの選択肢があるこ
とが一般的に知られている。第一の選択肢は、全てのデータが共通座標系を参照すること
に関係する。例えば、オブジェクトの一つの構成要素が別の構成要素より１０００ｍｍ高
く（すなわちＺ方向に）配置される場合、その最初の構成要素のＺ座標は、一般的に他方
の構成要素のＺ座標より１０００ｍｍ大きい値を示す。この手法は理解しやすく簡単明快
であるが、柔軟性が非常に低いのが欠点である。
【００５０】
　上述した変換行列を利用するに当たり、出願人は３Ｄ空間に配置された独立仮想３Ｄオ
ブジェクトを取り扱う別の選択肢を使用する。例えば、オブジェクトが幾つかの構成要素
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から成る場合、そのようなオブジェクトは、オブジェクトの各構成要素がそれ自体の（局
所）座標系を持つように画成される。そのような構成要素に属するデータ点は次いで局所
座標系を参照する。そうすると唯一つの追加情報が必要になる。この追加情報は、オブジ
ェクトの（大域）座標系内のその局所座標系（オブジェクトの構成要素を反射する）の位
置に関係する
　この方法で、オブジェクトは様々な構成要素だけから構成することができるので、デー
タ点が直接大域座標系に直接参照されることがない。局所座標系の位置だけが大域系に参
照される。したがって、局所座標系を大域系に参照する効率的な方法は、平行移動オフセ
ットを画成するベクトル、および回転オフセットを画成する３×３の行列である。ベクト
ルおよび行列はまた、最初の三行が回転行列の値を含み、最後の行がベクトルを含む、４
×４の行列に組み合わせることもできる。その場合、行列の左の三列だけが利用される。
そのような４×４の変換行列は、回転オフセットおよび平行移動オフセットを保持し、し
たがって取扱いが簡便である。他の実施形態では、変換行列の第四列は、構成要素のズー
ム倍率を画成するために使用することができ、したがって構成要素の位置および向きだけ
ではなく、そのサイズをも修正することができる。しかしこの態様は、本願内では考慮さ
れない。出願人の概念の一つの利点は、４×４の行列内の値を単に変更するだけで、オブ
ジェクトの構成要素を効率的に再配置することができることである。構成要素自体の値は
、局所座標系を参照するので、影響されない。
【００５１】
　以下でさらに詳しく論じる通り、出願人のブラケット登録の好適な構成はこの概念に従
う。この好適な構成では、それ自体の局所座標系を持つオブジェクトまたはオブジェクト
の構成要素を取り扱う。したがって、それらは、これらのオブジェクトまたは構成要素に
変換行列を割り当てることによって、任意の所望の組成に構成することができる。
【００５２】
　より広い意味では、出願人は、これらの構成要素および部分がそれ自体の独立した定義
を持つと想定して、オブジェクトまたはオブジェクトの構成要素もしくは部分を見、これ
が局所座標系および／または変換行列または他の適用可能な数学的手法を使用することに
よって達成されるか否かに関係なく、任意選択的に配置し、かつ方向付けることができる
。
【００５３】
　今、図１Ｂを参照すると、ハードディスク７６が三次元仮想モデルのライブラリを格納
することが重要なことである。例えば、そのようなライブラリは、ブラケットの三次元モ
デルを表わす完全な組のデジタルモデルを含むことができる。ライブラリはまた、患者の
レコードのライブラリを含むこともできる。各患者レコードは、既存の患者の三次元歯モ
デルおよび装置モデルに関係する情報を含む。
【００５４】
　走査の完了後、および患者の歯列の仮想モデルの生成後に、治療計画ソフトウェアから
の上記の情報は患者レコードに記録され、適切な通信媒体２４を通してデジタル形式で精
密装置サーバセンタ２６に送られる（図１Ａ参照）。サービスセンタは、不正咬合の歯の
意図された位置のブラケットのカスタマイズアーチワイヤおよびブラケット配置トレーを
製造する。
【００５５】
　基本的に、歯が目標状況にあるときの、ブラケットスロットの位置、およびブラケット
の形状は、治療計画ソフトウェアによって最終的に作成され格納される情報である。ブラ
ケットスロットのこの位置およびスロットの形状（例えば長さ）は、三次元で既知である
。患者のブラケットトレーを製作するために使用される各ブラケットのデジタル画像は、
患者レコードに記録され、また後で検索するために格納される。患者データレコードは、
患者の歯に結合された各ブラケットの三次元モデルのデジタル表現を含め、ブラケットト
レー情報を含むように維持される。製造者事態のブラケット番号のみならず他の重要なブ
ラケット識別情報も含め、関連ブラケットデータに関する他の関連情報も格納することが
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できる。ブラケットが手動で（ブラケット配置トレーによってではなく）結合される場合
、患者データレコードはこの情報を含まないかもしれない。
【００５６】
　ブラケット配置トレーは、ステレオリソグラフィまたは他の同様の技術を使用して別個
に製造される。治療計画ソフトウェアは、歯の上にブラケットをスーパインポーズして、
三次元歯オブジェクトと、観察された段または不正咬合におけるそれらの意図された位置
の仮想ブラケットとを含む、三次元モデルを生成する。
【００５７】
　この三次元モデルは、ステレオリソグラフィ（ＳＬＡ）装置に供給される。ＳＬＡ装置
は、模型および熱可塑性フォイルを圧力チャンバ内に配置して、歯のプラスチック模型を
製造する。チャンバは加圧されて、フォイルは歯列およびブラケットを封入する。冷却後
、フォイルは模型から取り外される。今トランスファトレーの形状のフォイルは小さいく
ぼみを持ち、そこにブラケットが配置される。実際のブラケットはこれらのくぼみ内に配
置される。歯科矯正医は、関節結合技術を使用してブラケットを歯に結合する。トランス
ファトレーはブラケットを歯の所望の位置に配置する。結合が完了した後、歯科矯正医は
トランスファトレーを取り出し、結果的に歯のおそらく所望の位置にブラケットが結合さ
れる。治療計画ソフトウェアは各患者に使用される精密ブラケットデータを格納し、オペ
レータインタフェース、または治療計画ソフトウェアの起動により、トランスファトレー
を製作するために使用されるブラケットの各々を表わす仮想三次元モデルにアクセスし、
検索することができる。
【００５８】
　治療計画ソフトウェアの一つの重要な態様は、各々の特定の歯に結合されるブラケット
の種類を記録する。例えば、ブラケット結合トレーで使用される各ブラケットについて、
各ブラケットの種類および型式が、治療計画ソフトウェアによって患者レコードに格納さ
れる。このようにして、治療計画の様々な段階中に、歯科矯正医または他の治療開始者は
、以前に患者の歯に結合された各ブラケットの特定のパラメータを検索することができる
。後でさらに詳しく論じる通り、そのようなブラケット情報のライブラリ（仮想歯モデル
を含む）は、登録プロセス中に他の利点をもたらす。
【００５９】
　ひとたび実際のブラケットが歯に結合されると、歯科矯正医は、歯列の監視走査を開始
してブラケット位置および歯移動情報を得ることによって、治療プロセスを進める。ブラ
ケット位置の望ましくない偏移は、アーチワイヤの修正によって対処することができる。
代替的に、ブラケットを取り外して再結合しなければならないかもしれない。個人が初診
患者であるが、すでにアーチワイヤまたは他の歯科装置を持っている場合、歯列の原３Ｄ
仮想モデルを得ることができて、歯の移動を監視することができるように、原走査が必要
である。本発明の一構成では、監視走査データは、ブラケット走査データをブラケットの
３Ｄモデルに登録するために使用される。
【００６０】
　図６は、登録アルゴリズムの実行に関連する様々なステップを示す一般的フローチャー
ト８０を提供する。最初に、ステップ８２で、患者が走査され、走査データが得られる。
この走査データは歯のデータ、および患者が歯科装置を持っている場合には装置からの走
査データを含む。次に、ステップ８４で、歯列の三次元仮想モデルが得られるように、走
査データが処理される。このステップ中に、患者レコードが作成され、かつ／または更新
される。次に、ステップ８６で、患者がブラケット結合を要求する場合、ブラケットは手
動で、またはブラケットトレーにより結合することができる。ブラケットトレーが必要な
場合、トレーが生成され、ステップ８８で、ブラケットが患者の歯に適用される。患者デ
ータレコードは、結合された各ブラケットの特定の種類および幾何学的形状を含め、関連
ブラケットデータを含むように更新される。ブラケットが手動で結合される場合、患者デ
ータレコードは存在しないかもしれない。
【００６１】
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　次に、治療ファシリテータが、様々な監視走査の実行を含め、治療プロセスを開始する
。
【００６２】
　一般的に、監視走査が実行された後、既存の仮想歯モデルに関連する新しい走査データ
を、原走査中に導出された原仮想モデルに登録することができるように、登録プロセスが
使用される。その後の監視走査によって、位置合わせプロセスは、治療の時点で歯列の現
在のまたは更新された三次元仮想モデルを導出することができる。そのような三次元仮想
モデルの生成のこれらの態様に関するさらなる詳細について、関心のある読者歯、本願と
同一出願人に譲渡された２００１年４月１３日出願の「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｇ
ｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｆｒａｍｅｓ　ｔｏ
　Ｃｒｅａｔｅ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍｏｄｅｌｓ
　ｏｆ　Ｏｂｊｅｃｔｓ」と称するＲｕｂｂｅｒｔらの米国特許出願第０９／８３５，０
０７号を参照されたい。その全内容を参照によってここに組み込む。
【００６３】
　この仮想モデルの検討、および治療の開始時の歯の目標仮想モデルと仮想モデルの比較
により、意図された治療が期待された通りに進んでいるか否かを示すことができる。代替
的に、そのような比較により、歯科矯正装置内に追加補正を行なう必要があるか否かを示
すことができる。特定に必要な補正は一般的に、アーチワイヤ歯科矯正治療方式でワイヤ
交換として実行することができ、歯科矯正アーチワイヤに新しい屈曲が配置される。
【００６４】
　しかし、原産次元画像が導出され、患者の歯にブラケットが結合された後、将来の治療
は歯列の再走査を必要とする。その後の歯列の再走査の結果は、期待されたブラケット位
置の原デジタルテンプレートと比較することができる。ブラケットが正しく配置されてい
ない場合、ブラケットを取り外して、歯に再結合する必要があるかもしれない。代替的に
、ブラケットの期待既知からの変位に対処するために、アーチワイヤに補正を施すことが
できる。基本的にこれは、目標状況に実際にブラケットを配置して歯の位置をシミュレー
ションし、アーチワイヤの形状を必要に応じて補正することによって達成される。代替的
に、ブラケットの実際の配置に基づいて、新しいアーチワイヤを得ることができる。
【００６５】
　ステップ９０で、監視走査が実行され、そこで歯科装置を含め、患者の歯列の走査が行
なわれる。システムが患者の歯列の既存の三次元仮想画像を持たないシナリオでは、監視
走査は、患者の「原」走査をも備えるために使用される情報を提供する。この監視走査か
ら導出される特定の走査データもまた、格納されたデジタルモデルを結果的に得られる走
査データのサブセットに位登録するために使用することができる。
【００６６】
　次いでステップ９２で、ブラケットからの不正確な走査データを、このブラケットの格
納された３Ｄモデルからのより完全な３Ｄ表面データに置き換えるために、登録プロセス
が開始される。このプロセスは各歯に対して実行される。下でさらに詳しく論じる通り、
ブラケット登録プロセスの第一ステップは、対象ブラケットデータに仮想ブラケットマー
カ（ＶＢＭ）を配置することである。ブラケットのデジタル表現はデジタルライブラリか
ら検索され、治療ソフトウェアはブラケット走査データとブラケットのこの既知のデジタ
ル仮想モデルとの間の最良の適合を見つける。このようにして、歯に結合されたブラケッ
トの正確な３Ｄ位置を識別し、確認することができる。ブラケットを手動で結合し、患者
データレコード情報が存在しない場合、各ブラケットの正確なブラケット位置を決定する
ことができる。ステップ９２について、下でさらに詳述する。ステップ９２の結果は、走
査データに比較して、ずっと完全かつ正確に歯に結合されたブラケットを表わす３Ｄ表面
である。
【００６７】
　ひとたびブラケットの登録が完了すると、次いで走査ブラケットデータがステップ９４
で仮想モデルから抽出される。この抽出プロセスは、三次元モデルに空洞を生成する。歯
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の空洞が歯のデータにより充填または「平滑化」されるように、第二の登録プロセス９８
が実行される。このようにして、監視走査からの歯走査データはステップ８４中に得られ
た仮想歯モデルに登録される。患者（新しい患者、データ汚損等）の以前の３Ｄモデルが
存在しない場合、ステップ９８でシステムはデジタルライブラリからテンプレート仮想歯
モデルを引き出し、既知の仮想歯モデルをステップ９０から導出された歯走査データに登
録するように、最良の適合アルゴリズムを実行する。
【００６８】
　監視走査が完了した後、患者の歯列の３Ｄモデルが得られる。例えば、図７は、患者の
完全な３Ｄ歯列モデルの一部分の三次元モデル１００のスクリーンショットを提供する。
三次元モデル１００は、歯走査データ１０４およびブラケット走査データ１０３の両方を
含む走査データ１０２を含む。
【００６９】
　フレーム対フレームの位置合わせを実行して図７に示すモデル１００を形成する方法は
、参照によって組み込む「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｆｒａｍｅｓ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ　ｔｈｒｅｅ
－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍｏｄｅｌｓ　ｏｆ　Ｏｂｊｅｃｔｓ」と
称する関連米国出願第０９／８３５，００７号に開示されており、さらなる詳細について
は、読者はそれを参照されたい。
【００７０】
　図７は、図４の患者に実行される監視走査のような監視走査から導出される一組の走査
データを示す。点群から成る走査データ１０２は、歯走査１０４データおよびブラケット
走査データ１０３の両方を含む。完全な走査データ１０２は、原走査（新しい患者）の結
果、または監視走査（既存の患者）の結果とすることができる。
【００７１】
　ブラケットデータ１０３は、歯データ１０４によって仮想的に表現される歯に結合され
た実際のブラケットの構造の仮想表現を提供する。そのような結合されたブラケットは、
図１Ａに示したブラケット５と同様の構成を有する。しかし、前に詳述したとおり、完全
かつ正確なブラケット走査データを得ることに関連する難しさのために、ブラケット走査
データ１０３は、歯に結合された実際のブラケットの不正確な表現になることがあり得る
。例えば、仮想ブラケット１０３のウィングおよびフックの両方を認識することは難しく
、したがって実際の歯における実際のブラケットの位置を実際に知ることは難しい。
【００７２】
　下で詳述する通り、デジタルライブラリから格納されたデジタルブラケットモデルを検
索し、このデジタルモデルをこの不正確なブラケット走査データに対して登録する方法は
、歯におけるブラケットの実際の配置を正確に識別することを可能にする。一実施形態で
は、デジタル格納モデルはバックオフィスサーバワークステーション２８から、または図
１Ｂに示した中央サーバ３２で検索され、ブラケット登録プロセスがステップ９２で開始
される。
【００７３】
　ユーザは、位置合わせのための対象ブラケット走査データを識別することによって、ブ
ラケット登録プロセスを開始する。これは、歯に配置されるブラケットの登録を開始する
際の予備ステップとして、ブラケットデータにランドマークを、この場合仮想ブラケット
マーカ（ＶＢＭ）１０６を付与することによって行なうことができる。代替的に、ブラケ
ット登録プロセスは、断片化または分離することができる走査の部分を自動的に検出する
ことによって開始することができる。例えば、特定の認識可能な走査データパターンがあ
るかもしれず、これらのパターンを自動的にブラケット走査データと解釈すべきであるこ
とを示していると識別または認識するように、登録アルゴリズムをプログラムすることが
できる。
【００７４】
　図７に示す通り、ＶＢＭ１０６は、ワークステーションまたは走査モードのユーザイン
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タフェースで、ＶＢＭ点位置１１２に手動的に配置される。ＶＢＭ点位置１１２は、３Ｄ
空間でブラケットの仮想デジタルモデルを少なくとも大まかに配置する場所について、ブ
ラケット登録エンジンに指示を提供する。したがって、ＶＢＭはできるだけ実際のブラケ
ット位置の近くに配置することが好ましい。しかし、正確なブラケット登録のために、ブ
ラケット走査データへのＶＢＭの配置における完全な正確さは必要ではない。
【００７５】
　ＶＢＭはまたＶＢＭ方向付け要素１０８をも含む。このＶＢＭ方向付け要素１０８は、
図７では矢印で表わされる。一つの可能な構成では、ブラケット走査データ１０２にＶＢ
Ｍ１０８を配置するために、ユーザは、治療ソフトウェアのメニューに提示される歯番号
をクリックする。歯番号は、ユーザインタフェースに設けられた一列の番号に沿って提示
される。ユーザは次いで、手持ち式装置（マウス）でカーソルを、ＶＢＭ１０６を配置し
たい仮想歯データの表面までドラッグすることができる。ユーザが次いでカーソルを解放
すると、ＶＢＭが歯の上に現われる。ほとんど状況下で、ユーザは走査ブラケットデータ
の中心にブラケットマーカを配置しようとする。
【００７６】
　ＶＢＭ方向付け要素１０８は、矢印が仮想歯データ１０４の切端１１０の方向を指すよ
うに、操作することができる。様々な制御アイコンを使用して、ユーザはＶＢＭを操作し
て、単にＶＢＭ上でクリックしてマウスをいずれかに回するだけで、矢印を適切な向きに
配置することができる。
【００７７】
　ＶＢＭが対象ブラケットデータ上に配置された後、登録エンジンは、ブラケット走査デ
ータと、ブラケットモデルのデジタルライブラリから引き出された、以前に格納されたブ
ラケットモデルとの間の最良の適合を決定する。一般的に、アルゴリズムは次いで、デジ
タル３Ｄブラケットモデル内で特定の距離内にあるブラケット走査データの各点に注目し
て、仮想ブラケットモデルをいかに平行移動し回転して、ブラケットモデルと走査データ
との間の最良の適合を見出すかを決定する。
【００７８】
　ひとたびＶＢＭが初期登録位置（図７）に配置されると、走査データサブセットが患者
の歯列の３Ｄ仮想モデルから抽出される。この走査データサブセットは患者の歯列の関連
部分だけを表わし、それにより不必要な走査データを除外する。一構成では、そのような
抽出領域は、一本の歯全体のデータだけの走査データの量を含む。走査データの抽出量は
１０ｍｍ幅、１００ｍｍ高さ、および１０ｍｍ幅とすることができる。
【００７９】
　図８は、図７に示した三次元仮想モデル１００から抽出したデータ１２２のサブセット
を含むスクリーンショット１２０を示す。抽出データ１２０のこのサブセットに基づき、
登録プロセスは最良適合プロセスを開始する。データ１２２の抽出サブセットは、ブラケ
ット登録プロセスによって処理される点のデータセット全体を含む。図８に示す通り、Ｖ
ＢＭはもはや走査データに提供されない。
【００８０】
　オペレータによって提供される情報に基づいて、登録アルゴリズムは、デジタルライブ
ラリからブラケットの格納された３Ｄデジタルモデルを抽出する。例えば、オペレータは
、患者レコードのデータを記憶装置から抽出することができるように、特定の患者情報を
入力することができる。代替的に、既知のブラケットデータ情報は、治療計画ソフトウェ
アによってデジタルライブラリから自動的に検索される。例えば、図９は、デジタルブラ
ケットモデルのライブラリから検索することのできる、そのようなデジタルブラケットモ
デル１３０を示す。同様に、登録アルゴリズムを使用して、別の種類の歯科装置、例えば
リテーナ、Ｈｅｒｂｓｔ装置、または拡張装置を登録する場合、リテーナまたは他の装置
の格納されたデジタルモデルがデジタルモデルのライブラリから検索される。
【００８１】
　今、この検索されたブラケットモデル１３０、およびＶＢＭ点標定装置１１２によって
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識別されたＶＢＭ点位置に基づいて、登録アルゴリズムは検索されたデジタルモデルを歯
に配置する。
【００８２】
　図１０は、図８に示したサブセット歯構造上にある、図９に示した抽出されたブラケッ
トモデルを示す。仮想ブラケットモデルは、実際のブラケットが三次元空間に存在する場
所に厳密に配置されないので、ブラケットモデル１３０は、図８に示したブラケット走査
データに登録して、モデル１３０と走査データとの間の最良の適合を見出さなければなら
ない。
【００８３】
　点群対オブジェクトの登録は、走査データをブラケットのデジタルモデルに登録するた
めの好適なプロセスである。例えば、図１２Ａは、歯走査データ１４２およびブラケット
走査データ１４４の両方を含む点群１４０を示す。点群対オブジェクトの登録プロセスは
次いで、仮想ブラケットモデルの平行移動および回転により最良の適合を見出して、点群
の中の点をデジタルモデル、例えば図９に示したデジタルブラケットモデルと一致させる
。例えば、図１２Ｂは、デジタルブラケットモデルが図１２Ａのブラケットデータ走査に
登録された、ブラケット登録プロセスの結果を示す。
【００８４】
　図１１Ａ～１１Ｃは、点群および既知の三次元形状のオブジェクトのための点群対オブ
ジェクト登録プロセスのフローチャートである。ここで、オブジェクトは既知のデジタル
オブジェクトである（例えば仮想歯、歯テンプレート、ブラケット、歯科装置、歯等）。
登録プロセスは、既知のオブジェクトに対する点群の間の最良の適合を見出すために使用
され、それにより、走査されたオブジェクトに対してより正確な三次元モデルが提供され
る。
【００８５】
　フレーム対モデルの登録の最終結果は、三次元空間に配置された走査オブジェクトの実
質的に厳密な三次元モデルである。このモデルはコンピュータメモリ内の大きい組の点座
標によって表わされる。結果はまた、点群を形成する個々のフレームを既知のモデルに適
合させるために三次元でいかに平行移動し回転すべきであるかの情報を提供する、一組の
変換行列として表わすことができる。代替的に、結果は、点群に適合させるためにオブジ
ェクトを三次元でいかに平行移動し回転すべきであるかの情報を提供する、一組の変換行
列として表わすことができる。
【００８６】
　今、図１１Ａ～Ｃを参照すると、登録手順は、図１１Ａの２０９のステップ１で開始す
る。ステップ１で、走査データを表わす点群中の各点からデジタルオブジェクトの表面ま
での最小距離ベクトル２４８（Ｎ１、Ｎ２、．．．）が計算される。オブジェクトの表面
は、隣接する点を三角形または他の多角形で結ぶことによって得ることができる。点群中
の各点の最小距離ベクトルは、次の三つのベクトル、すなわち１）オブジェクトの三角形
表面と交差し該三角形表面に対して垂直である点からの最短ベクトル、２）オブジェクト
の三角形表面の辺に直交する点からの最短ベクトル、および３）点からオブジェクトの最
近点までの最短ベクトル、の中で最小の大きさを持つ距離ベクトルとして定義される。常
にではないが、最も頻繁には、これは上記１）の型の法線ベクトルである。
【００８７】
　ステップ１（図１１Ａの２１０）で、初期接近要素ＭＡが生成される。接近要素の関連
性は、図１２Ｂのステップ１２（２３２）に関連して記述する。
【００８８】
　ステップ２（２１２）で、点群とオブジェクトとの間の非重複データ点を除去し、漂遊
データ点を除去するために、ステップ１の最小距離ベクトルに三つの除外基準が適用され
る。第一に、点群中の境界要素（辺または点）に関連する全ての最小距離ベクトルは除外
される。第二に、漂遊データ点を示すと思われる、特定の予め定められた値Ｒを超える量
を持つ最小距離ベクトルは除外される。第三に、スキャナ視認方向に対して外部表面を形
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成する三角形表面だけが考慮される。各表面は定義により二つの面を有する。「外部」表
面は、スキャナに向けられたオブジェクトの表面とみなされる。
【００８９】
　ステップ３（２１４）で、全ての最小距離ベクトルＮ１．．．ＮＮのベクトルの和が計
算される。
【００９０】
　ステップ４（２１５）で、ベクトルの和２５４にスカラー１／Ｎを乗算することによっ
て、メジアン最小距離ベクトル（ｔ）が計算される。メジアン最小距離ベクトルは基本的
に、デジタルオブジェクトに対しよりよく適合させるために、点群をいかにＸＹおよびＺ
方向に平行移動させるべきかの尺度を構成する。今、登録プロセスは、デジタルオブジェ
クトをよりよく適合させるために、点群をいかに回転させる必要があるかを示す回転係数
を計算する。回転係数については図１１Ｂのステップ５～８によって説明する。代替的構
成では、点群をよりよく適合させるために、回転係数を計算して、デジタルオブジェクト
をどのように回転させる必要があるかを示すことができる。
【００９１】
　図１１Ｂでは、ステップ５（２１６）で、メジアン最小距離ベクトルのＸ、Ｙ、および
Ｚ成分が点群中の各点から減算される。これは、点群座標のコピーを作成し、手順の中間
ステップとしてコピーに操作することによって行なわれ、点群からの基礎データは変化し
ない。同じステップで、ステップ２によって除外されない点群の点の「質量中心」が計算
される。「質量中心」は、点の数の逆数によってスケーリングされた全ての点の位置ベク
トルのベクトル和と定義される。
【００９２】
　ステップ６（２１８）で、点群中の各点に対し二つのベクトルのクロス乗積の計算が行
なわれる。二つのベクトルは次の通りである。１）ステップ５で計算された点群の残りの
点の質量中心のベクトルによって減算された大域座標系の原点２５３から点群中の点まで
延びる位置ベクトルＶ１、および２）その点に対し識別された最小距離ベクトルＮｉ。
【００９３】
　ステップ７（２２０）において、ステップ６で計算されたクロスベクトルのベクトル和
、つまりフレームｉ内のｉ個の点全ての正味クロスベクトル
【数１】

【００９４】
の計算が行なわれる。ここで、ｘはクロス乗積演算子である。
【００９５】
　ステップ８（２２２）で、ステップ７のベクトル和は、点群中の点の位置ベクトル（Ｖ
ｉ）の二乗全ての和の逆数に対し加重され、回転ベクトルＵに到達する。Ｕは次のように
解釈される。Ｕの方向は回転軸を与え、Ｕの大きさは回転の角度または量である。特にＶ

ｉを座標系の原点から全ての点の頂点までの位置ベクトルとみなし、Ｎｉが上で定義した
最小距離ベクトルである場合、加重は次の通りである。
【数２】

【００９６】
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　この加重の根拠は次の通りである。距離ベクトルを線形ばね要素の実現と創造した場合
、クロス乗積のベクトル和は、点群とオブジェクトとの間に生じる総合モーメントまたは
回転ずれを表わす。点群の点とその最終位置との間のずれが小さい場合、回転モーメント
が必要な調整の方向をも決定したと、想定することができる。位置ベクトルの二乗の和の
逆数を用いてのスケーリングは、点群の大域的な延長を考慮する。つまり、中心からの点
の距離が大きければ大きいほど、回転モーメントと現在位置と目標位置との間の角度の比
が大きくなる。大域的な意味で、上述した係数（位置ベクトルの事情の和の逆数）はこの
比を記述する。
【００９７】
　ステップ９で、ステップ８の結果は経験的「加速係数」ｆによりスケーリングされる。
係数ｆはおそらくこの収束を加速するのに役立つ。比較的大きい回転変位に対しては、１
より大きいｆの値が適しているが、いずれにしても、経験的に決定しなければならない。
【００９８】
　ステップ１０（２２６）で、ステップ９の結果は回転の軸と解釈され、その大きさは、
点群およびオブジェクトの局所的重複領域を相互の内部に位置させるために、点群が回転
しなければならない量を示す。回転ベクトルの大きさは、点群を回転させなければならな
い角度と解釈される。代替的構成では、オブジェクトが回転する角度を記述するように、
回転ベクトルの大きさを導出することができる。
【００９９】
　回転変換行列［Ｔ］（Ｒ）が点群に対して計算される。この式は、ステップ９の結果得
られた回転ベクトルをいかに変換するかを示す。ここでβは、フレームｉの重複領域をデ
ジタルオブジェクトに適合させるために必要な回転角度に等しい正味クロスベクトルの当
初の長さであり、ｕはＵの単位ベクトルであり、
【数３】

【０１００】
であり、成分ｕｘ、ｕｙ、ｕｚを持つ。

【数４】

【０１０１】
閉鎖的に平行移動および回転変換を計算するための一意の変換演算子を得るために、４×
４の行列表現を使用する。４×４表現と、３×３の行列［Ｔ］（Ｒ）によって表わされる
三次元回転との間の関係は、次の通りである。
【数５】

【０１０２】
また、４×４表現とベクトル（ｔ）によって表わされる三次元平行移動との間の関係は、
次の通りである。
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【数６】

【０１０３】
この４×４行列を三次元ベクトルに適用するために、次の取決めが行なわれる。すなわち
、三次元ベクトルは、４ベクトルの最初の三つの成分を三次元ベクトルの成分により識別
することによって、四次元ベクトル空間に変換されるが、第四の成分は常に一意である。
【数７】

【０１０４】
　ステップ１１（図１１Ｃの２２８）で、点群の変換行列［Ｔ４］（ｉ）は、回転行列［
Ｔ４］（Ｒ）（右から）にステップ４からの平行移動行列［Ｔ４］（ｔ）を乗算すること
によって計算される。［Ｔ４］（ｉ）＝［Ｔ４］（Ｒ）［Ｔ４］（ｔ）
　点群を回転行列および平行移動ベクトルによって別個に独立して操作することができる
。代替的に、デジタルオブジェクトを回転行列および平行移動ベクトルによって別個に独
立して操作することができる。
【０１０５】
　ステップ１２（２３０）で、図１１Ａのステップ１（２１０）で計算された最小距離ベ
クトルの二乗の和の平方根の計算が行なわれる。それはこの反復における登録の接近要素
品質、下のＭＡ値を表わす。ステップ１３（２３２）で、接近要素ＭＡは、ステップ１（
２１０）で計算された所要接近要素ＭＡと比較される（例えば、特定の既知のデジタル画
像（例えば歯科装置）のこの接近要素は１００ミクロンとすることができる）。値ＭＡが
登録プロセスを終了するために必要な接近要素より大きいければ、その場合、登録プロセ
スはステップ２（２１２）に戻り、別の反復が繰り返される。
【０１０６】
　接近要素ＭＡが品質指数より低い場合には、登録プロセスは終了する。例えば、これは
、接近要素ＭＡが、１０回の反復後に１回の反復につき少なくとも多少の量（例えば１パ
ーセント）改善しない場合に発生し、プロセスは完了したとみなされる。
【０１０７】
　図１２は、範囲変数Ｒを使用して、正味法線ベクトル、三角形表面、クロスベクトル等
を計算するときに使用される点の数を濾過または制限することができることを示す。範囲
変数の目的は、点群の三角形表面から遠い漂遊データ点を除去することである。漂遊デー
タは、変換行列のエントリを歪め、品質指数が出るまでの反復回数を増大させる効果を持
つ。
【０１０８】
　図１３は、点群対オブジェクトの登録プロセスを停止することができる二つの方法を示
す。線２６０によって示すように、接近要素ＭＡが品質指数しきい値より低くなったとき
に、プロセスを停止することができる。例えばデジタル画像が歯に結合されたブラケット
である場合、この品質指数は１００ミクロンに設定することができる。代替的に、接近要
素ＭＡは、図１１Ａ～Ｃのステップ１～１３のさらなる反復にもかかわらず、品質指数よ
り上の何らかの値に落ち着くことがある。これは線２６２によって示される。接近要素Ｍ
Ａが１０回の反復後に１回の反復につき少なくとも多少の量（例えば１パーセント）改善
しなければ、プロセスは完了したとみなされる。ここで、記号ｘは、前回の反復から現反
復までの品質指数の改善の量が初めてしきい値、例えば１パーセント未満であったときの
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反復を示す。
【０１０９】
　ひとたびブラケット登録アルゴリズムが完了すると、登録されたブラケットモデルをデ
ィスプレイに表示することができる。例えば、図１４は、スクリーンデータ２８０のサブ
セットを含むスクリーンショットを示す。走査データ２８０のこのサブセットは今や図８
に示した歯の走査データ１０４を含み、デジタルブラケット画像はブラケット走査データ
１０３と登録されているので、ブラケットモデルは今や前述した登録アルゴリズムに従っ
て３Ｄ空間に配置される。デジタルブラケットモデル１３０は、歯の走査データ１０４に
登録された状態で示される。図１０（登録前のブラケット走査データ）および図１４（登
録後のブラケット走査データ）の比較は，ブラケット走査データとの最良の適合を見出す
ために、デジタルブラケットモデルが三次元空間でいかに回転し、平行移動するかを示す
。
【０１１０】
　今や、走査データ２８０を使用して、完全な３Ｄ歯列モデルを改訂するか、あるいはむ
しろ、不正な原ブラケット走査データを含む患者の原走査を更新することができる。図１
９は、歯の三次元モデルと図１８の登録されたブラケットモデルを示す。患者の熾烈の残
りの他のブラケットのために、ブラケット登録プロセスが実行される。
【０１１１】
　しばしば、ブラケット登録プロセス中に、特定のエラーが生じることがある。例えば、
登録プロセスで図１８に描かれるものと実際のブラケットの見え方に事実上の相違がある
かもしれない。例えば、拙劣な走査技術または矛盾するブラケットモデル情報のため、結
果的に得られる走査データが非常に拙劣なので登録アルゴリズムがモデルを登録できない
という状況があるかもしれない。これらの状況では、処理の最良の適合走査パラメータは
、ＭＡ値を含めて、修正する必要が無い。
【０１１２】
　加えて、登録プロセスを開始するオペレータが、登録されたブラケットと実際のブラケ
ットとの間の矛盾に気付くという状況もあり得る。オペレータは結果的に生じる登録結果
を承諾できないか、あるいは特定の理由のために結果を変更することを希望するかもしれ
ない。例えば、オペレータは、登録されたブラケットデータ（ブラケット位置）が実際の
ブラケット位置と矛盾することに気付くかもしれない。そのような矛盾は、ブラケットに
特定の変形（屈曲したウィング、引掻き傷、損傷等）がある場合に生じることがある。一
構成では、ブラケット登録プロセスを開始するオペレータは、ブラケット登録結果をオー
バライドし、空間にデジタルブラケットモデルを再配置することができる。このモデル操
作は、様々なモデル操作アイコンを使用して行なうことができる。
【０１１３】
　ブラケット登録が完了した後で、モデルで登録されたブラケットの下にある歯の新しい
または改訂された仮想モデルを得ることがさらに必要であるかもしれない。例えば、歯科
矯正医は、前の走査以来、または治療が開始された以降に、歯が移動したか否かを見たい
かもしれない。代替的に、原歯モデルがもはや存在しないので、歯も出るが必要になるか
もしれない。これは例えば、治療を受けている患者が、歯科矯正医の新しい患者であり、
歯にすでにブラケットが取り付けられている場合、または何らかの理由で患者が歯に装置
を配置せずに原走査を受けた場合に、発生することがある。
【０１１４】
　そのような状況下で、ブラケットの登録後、および必要ならばオペレータオーバライド
後に、結合されたブラケットの下にある歯をモデル化することによって、プロセスは開始
する。つまり、前述したフレーム対オブジェクトの登録アルゴリズムが今や、三次元空間
で歯が存在する場所を決定する。
【０１１５】
　図１６は、ブラケット登録が完了した後の歯の登録のためのフローチャート２９２を提
供する。第一ステップ２９４として、歯登録プロセスは、登録ブラケットモデルに極めて
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近接している（例えば０．３ｍｍ）走査データを削除する。この登録跡のブラケットデー
タを削除することにより、データ空洞のある仮想歯モデルが得られる。例えば、図１７は
、走査データセット３１２を含むスクリーンショット３１０を示す。走査データセット３
１２は、対象の歯３１４を含め、様々な歯の走査データを含む。図１７のスクリーンショ
ット３１０を図１４のスクリーンショット２８０と比較すると、図１４の登録されたブラ
ケットの画像１３０が省かれており、それによって走査データの空洞３１６が生じること
が分かる。
【０１１６】
　次に、ステップ２９６で、プロセスは、患者データレコードが存在するか否かを決定す
る。患者が新しい患者である場合、オペレータは患者データレコードの作成を開始しなけ
ればならない。このシナリオでは、歯３１４の先在仮想モデルが存在しない。したがって
、テンプレート仮想歯のような予め定められた幾何学的形状を有するデジタルオブジェク
トがステップ２９８で、好ましくはバックオフィスサーバワークステーション２８または
中央サーバ３２（図１Ｂ）のいずれかに格納された、デジタルライブラリから引き出され
る。ひとたびこのデジタルオブジェクトが引き出されると、ステップ３０２で歯走査デー
タをデジタルオブジェクトに登録することによって、図１１Ａ～Ｃで詳述したプロセスと
同様のプロセスが開始する。
【０１１７】
　プロセスにより、ステップ２９６で患者データレコードがすでに存在することが決定さ
れると、ステップ３００で歯の仮想モデルがデータレコードから引き出される。ひとたび
既知のデジタル歯モデルが患者レコードから引き出されると、プロセスはステップ３０２
で歯走査データをデジタルモデルに登録し始める。ひとたび歯の登録プロセスが完了する
と、ステップ３０４で走査データ空洞に、登録プロセスから結果的に得られた３Ｄ表面が
充填される。
【０１１８】
　図１８は、図１７に示されたものの変形スクリーンショット１８を示す。図１８で、走
査データ３２２は、位置合わせされた歯の表面が充填された歯の空洞３１６を有する歯モ
デル３１４を含む（図１７）。今、ブラケットおよび歯の両方の位置合わせが完了したお
で、新しい３Ｄ歯モデルを構築することができる。患者のデータレコードは今や、この新
しい情報で更新することができる。図１９は、位置合わせプロセスから結果的に得られた
ブラケット表面および歯の表面の両方を有する仮想３Ｄ歯を示す。
【０１１９】
　概要
　要約すると、出願人は、オブジェクトの仮想三次元モデル（１８）を構築する新規の方
法を発見した。該方法は、
　オブジェクト（７０）を走査するステップと、
　三次元仮想モデルはオブジェクト（１０２）の一部を形成する既知の構造（１３０）の
走査に対応する第一部分（１０３）を有し、既知の構造は予め定められた三次元構成であ
り、第一部分（１０３）は既知の構造（１３０）の理想的とは言えない三次元表現であり
、コンピュータ（２８、３２）を用いて走査ステップからオブジェクト（１００）の三次
元仮想モデル（１８）を作成するステップと、
　既知の構造に対応する三次元仮想オブジェクト（１３０）をメモリ（２８、３２）から
検索するステップと、
　三次元仮想オブジェクトを前記三次元仮想モデルの第一部分（１０３）に登録して、三
次元表面（２０９、２３２）を形成するステップと、
　オブジェクトの仮想三次元モデルであって、三次元表面（２９０）を含む仮想三次元モ
デルを形成するステップと、
を含む。
【０１２０】
　出願人はまた、オブジェクトの三次元仮想モデル（１８）を形成するように適応された
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新規のワークステーションをも発明した。該ワークステーションは中央演算処理装置（２
８、３２）、およびオブジェクトの三次元仮想モデル（１８）を格納するメモリを含む。
三次元仮想モデルは、前記オブジェクトの一部を形成する既知の構造の走査に対応する第
一部分（１０３）を有する。メモリはさらに、既知の構造に対応する三次元仮想オブジェ
クト（１３０）を格納する。三次元仮想オブジェクトを第一部分に登録して三次元表面を
形成し、かつオブジェクト（３４０）の仮想三次元モデルを形成するためのソフトウェア
が、中央演算処理装置によって実行可能である。オブジェクトの仮想三次元モデルは三次
元表面を含む。
【０１２１】
　出願人はまた、オブジェクトの仮想三次元モデルを構築するための新規の装置を発明し
た。該装置は、
　前記オブジェクトを走査するための手段（６６）と、
　前記三次元仮想モデルは前記オブジェクトの一部を形成する既知の構造の走査に対応す
る第一部分を有し、前記既知の構造は予め定められた三次元構成であり、前記第一部分は
前記既知の構造の理想的とは言えない三次元表現であり、コンピュータを用いて前記走査
ステップから前記オブジェクトの三次元仮想モデル（２２）を形成するための手段と、
　前記既知の構造に対応する三次元仮想オブジェクトをメモリから検索するための手段と
、
　前記三次元仮想オブジェクトを前記三次元仮想モデルの前記第一部分に登録して三次元
表面を形成するための手段と、
　前記オブジェクトの前記仮想三次元モデルであって、前記三次元表面を含む前記仮想三
次元モデルを形成するための手段と、
を含む。
【０１２２】
　出願人はまた、スキャナ（６６）、データ処理システム（２２、２６）、およびデータ
処理システムにアクセスできる少なくとも一つの機械可読メモリから、予め定められた幾
何学的形状を有するオブジェクトの仮想三次元モデルを構築する新規の方法をも発明した
。該方法は、
　（ａ）前記オブジェクトに関連するデータセットを受け取るために、スキャナでオブジ
ェクトを走査するステップと、
　（ｃ）既知の幾何学的形状を有する前記オブジェクトの格納されたデジタル画像を得る
ステップと、
　（ｄ）前記走査から結果的に得られる前記データセットを処理して、前記格納されたデ
ジタル画像に対して前記走査データを登録するステップと、
を含む。
【０１２３】
　出願人はまた、スキャナ、データ処理システム、およびデータ処理システムにアクセス
できる少なくとも一つの機械可読メモリから、予め定められた幾何学的形状を有するオブ
ジェクトの仮想三次元モデルを構築する方法をも発明した。該方法は、
　（ａ）スキャナでオブジェクトを走査し、それによってオブジェクトの第一および第二
の二次元画像を得るステップであって、走査中にスキャナおよびオブジェクトが相互に対
して移動して成るステップと、
　（ｂ）データ処理システムで第一および第二の画像を処理して、二次元画像を個々の点
を含む点群を表わすデータセットに変換するステップであって、各点が三次元座標系の位
置として表わされて成るステップと、
　（ｃ）予め定められた幾何学的形状を有するオブジェクトの格納されたデジタル画像を
得るステップと、
　（ｄ）データ処理システムで点群を表わすデータをさらに処理して、格納されたデジタ
ル画像に対して点群を登録し、それによって実質的にフレームと調和するオブジェクトの
三次元仮想モデルを生成するステップと、
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を含む。
【０１２４】
　出願人はまた、既知の幾何学的形状のオブジェクトの仮想三次元モデルの位置を決定す
る新規の方法をも発明した。該新規の方法は、
　（ａ）一連の走査で前記既知のオブジェクトを走査し、各走査で一組の画像を生成する
ステップと、
　（ｂ）前記組の画像を点群に変換するステップと、
　（ｃ）前記仮想三次元の既知のオブジェクトのデジタル表現をメモリから検索するステ
ップと、
　（ｄ）前記点群を前記デジタル表現に登録し、それによって三次元空間で前記仮想三次
元モデルの位置を検証するステップと、
を含む。
【０１２５】
　本発明の登録システムおよび登録の方法は、既知の幾何学的形状の事実上どんな種類の
デジタルオブジェクトにも使用することができると考えられる。基本的な概念は、仮想オ
ブジェクトをメモリから検索し、走査データに対する格納された仮想オブジェクトの登録
を実行し、次いで走査データを登録から結果的に得られる３Ｄ表面に置換するというもの
である。医療分野は、表面の三次元情報が重要な情報片になり得、本発明の走査システム
により容易かつ迅速に得ることができる分野の単なる一例にすぎない。他の種類のオブジ
ェクトに対するスキャナの他の可能な使用は、本発明の範囲内と考えられる。
【０１２６】
　一つの開示構成では、予め定められた三次元構成を有するオブジェクトの構成要素をオ
ブジェクトに対して配置しようとする場合、コンピュータメモリから検索される構成要素
のデジタル表現と、オブジェクトおよびその構成要素の収集表面データとの最良の適合を
受け取るために、登録プロセスは第一ステップになるであろう。最良の適合を受け取ると
、次のステップはこの結果を利用することである。達成しなければならないタスクに応じ
て、幾つかの選択肢がある。
【０１２７】
　一例では、デジタル表現の表面を走査プロセスによって収集した表面と単に「併合」す
ることが可能である。これを行なうことにより、走査によって得ることができるより完全
なオブジェクトおよびその構成要素の表現を提供するために、走査の欠落部分または意図
的な空洞を埋めることができる。その結果、オブジェクトの表面の改善された、または完
全な表現が得られる。
【０１２８】
　別の選択肢は、登録プロセスの結果としての変換行列をエクスポートすることである。
例えば、他のアルゴリズムが将来の処理のためにこれらのデータセットをインポートする
ことができる。例えば、印刷回路基板を走査した場合、この基板に使用されたコンポーネ
ント（例えばトランジスタ、コンデンサ、集積回路等）の既知のデジタル表現を検索し、
走査データに対するデジタル表現の最良の適合を受け取るために、各コンポーネントおよ
びサブエレメントの登録を実行することが可能である。一構成では、変換行列をＰＣ基板
レイアウトソフトウェアにエクスポートし、こうしてこのソフトウェアが走査されたＰＣ
基板に従ってコンポーネントを配列することを可能にすることができる。
【０１２９】
　歯科矯正に適用する場合、これらの変換行列は、結合された歯科矯正ブラケットの様々
なスロットに通されるはずのワイヤを設計するために役立てることができる。ブラケット
が走査され、相互に対する、または歯に対するそれらの位置が登録プロセスによって決定
される場合、ブラケットの局所座標系に対するブラケットスロットの位置の知識を持つア
ルゴリズムに変換行列を供給することができる。したがって、そのようなアルゴリズムは
、変換行列を使用して局所ブラケット座標系の位置を最初に計算することによって、ワイ
ヤの形状を画定することができる。そして次に、第二ステップで、局所座標系の位置に基
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づいて、スロットの位置を計算する。
【０１３０】
　さらなる選択肢は、最良の適合を受け取った後で、完全な構成要素をエクスポートする
ことである。これを行なうことにより、登録から結果的に得られる変換行列が構成要素に
適用され、こうして構成要素の各データ点はもはやその局所座標系ではなく、大域座標系
を参照するようになる。
【０１３１】
　別の選択肢は、構成要素の特に関心のある部分にだけこのステップを実行することであ
る。そのような部分は、ブラケットのスロットを画定するデータとすることができる。し
たがって、本書で使用する場合、オブジェクトを配置するとは、最良の適合を受け取るこ
とから結果的に得られるデータを提供することを指すつもりである。
【０１３２】
　本発明の範囲から逸脱することなく、例証した技術の変形が考えられる。この真の範囲
は、請求の範囲を参照することによって確定されるものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
　これらおよび多くの他の態様および特徴については、本発明の実現の説明でさらに詳述
する。
【図１Ａ】歯科矯正学で使用される従来のブラケットの説明図である。
【図１Ｂ】原走査および監視走査の両方を実行するのに適した手持ち式スキャナシステム
を組み込んだ歯科矯正医療システムの説明図である。
【図２】図１Ｂの歯科矯正医療システムに使用するのに適した走査システムのブロック図
である。
【図３】図１Ｂの歯科矯正医療システムに使用するのに適した、（既知または未知の幾何
学的形状の）オブジェクトの情報を収集するために使用される手持ち式スキャナの斜視図
である。
【図４】図３の手持ち式スキャナで患者の走査（原走査または監視走査のいずれか）を実
行するオペレータの説明図である。
【図５】患者の歯列のデジタルモデルを計算し、サーバのスクリーンディスプレイにデジ
タルモデルを表示するために使用される要素を示す、図１Ｂのバックオフィスサーバのブ
ロック図である。
【図６】図３に示したスキャナによって取り込まれた画像から（既知または未知の幾何学
的形状の）オブジェクトの三次元情報を計算するために走査ステーションで処理装置によ
って使用される一連のステップを示す流れ図である。
【図７】仮想歯に割り当てられた仮想ブラケットマーカ（ＶＢＭ）と共に、図１、２、３
および４に示したスキャナの電子撮像装置によって取り込まれた歯および関連する解剖学
的構造の二次元ビットマップ画像の説明図である。
【図８】図７に示したブラケットマーカによって識別される２Ｄビットマップ画像の走査
データのサブセットを表わすスクリーンショットである。
【図９】図１Ｂの歯科矯正システム用の仮想ブラケットライブラリから抽出されたデジタ
ルブラケット画像である。
【図１０】図７に示したブラケットマーカの位置に基づいて歯に配置された、図９の抽出
仮想ブラケット画像である。
【図１１Ａ－Ｃ】図９のデジタルブラケットモデルと図８に示したブラケット走査データ
との間の最良の適合を見出すためのプロセスを示す流れ図である。
【図１２Ａ】走査データの点群を示す画像である。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示した走査データの点群に登録されたデジタルブラケットモデル
を示す画像である。
【図１３】登録プロセスの逐次反復により品質指数をいかに改善することができるかを示
す、正味法線ベクトルＮｎｅｔの大きさとして測定された接近要素または品質指数を示す
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【図１４】ブラケット位置合わせが完了した後でブラケット走査データに位置合わせされ
たブラケットモデルのスクリーンショットである。
【図１５】ブラケット位置合わせプロセスが完了した後の仮想歯のクローズアップのスク
リーンショットである。
【図１６】仮想歯モデルと図１５に示した歯走査データとの間の最良の適合を見出すため
のプロセスを示す流れ図である。
【図１７】ブラケット走査データを省いた図１４の仮想画像のスクリーンショットである
。
【図１８】歯モデルの登録後に歯の空洞が歯走査データに位置合わせされた状態の図１３
の仮想画像のスクリーンショットである。
【図１９】ブラケットおよび歯の登録後の仮想歯のスクリーンショットである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１４】

【図１５】
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